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報道関係 各位                                          

 

戸籍に関する証明書の誤交付について 

 

このたび、当市において、下記のとおり、戸籍に関する証明書（以下、「戸籍証明書」と表記）の誤

交付がありました。 

市民の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後、徹底

した再発防止策に取り組んでまいります。 

 

記 

 

１ 概要 

総合窓口課において申請のあった戸籍証明書の交付の際、別人の戸籍証明書が混在したもの

を交付してしまったもの。 

 

２ 経緯 

令和７年１０月２８日 

Ａ様より戸籍証明書の請求があり交付。同日同時刻頃、Ｂ様より戸籍証明書の請求があり交付。 

令和７年１０月２９日 

他課手続きのため来庁されたＡ様より、「戸籍証明書に別人の戸籍証明書が綴じられている。」

との申出により誤交付が判明。誤交付した戸籍証明書を回収。 

 

３ 原因 

同じプリンタから発行されたＡ様とＢ様の戸籍証明書を、Ａ様の戸籍証明書を作成していた職員

が、あわせて１通として綴じてしまいました。交付前に別の職員が再確認をしましたが、誤りに気が

つきませんでした。 

 

４ 漏えいした個人情報 

Ｂ様の戸籍証明書に記載のあった、Ｂ様の本籍、筆頭者、氏名、生年月日、父母の氏名、続

柄、出生地。 

 

５ 対応 

Ａ様とＢ様に直接経緯を説明し謝罪しました。Ｂ様にかかる戸籍証明書は使用されておらず二

次漏えいのないことを確認いたしました。 

 

６ 再発防止策 

証明書発行手順を定めたチェックシートを見直すとともに、課内での発行に際しての確認手順

の徹底を図り、再発防止に取り組みます。 

 
 



７ 市長のコメント 

度重なる事務処理ミスが発生し市民の皆様にご迷惑、ご心配をおかけいたしましたことにつきま

して、深くお詫び申し上げます。 

今回の誤りを厳粛に受け止め、今後このようなことがないよう、チェック体制を強化し、市民の皆

様の信頼回復に向け全力で取り組んで参ります。 
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